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ふるさと納税の見直し 

 

 

◆2019 年 6 月 1 日からの制度変更 

 一部自治体のお礼の品は寄附に対しての

割合が高すぎる、過度な競争が起きていると

して、今年 6 月 1 日以降の寄附について、大

臣が指定しない自治体に対しての寄附は、ふ

るさと納税における住民税の特別控除が適用

されなくなります。 

 

◆ふるさと納税適用外の自治体 

 2019年6月1 日以降、ふるさと納税の対象と

ならない団体は、東京都（申込書の提出が無

かった）、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、

和歌山県高野町、佐賀県みやき町の 5 団体

です。6 月から 5 団体への寄附については、

一部 Web サイト・報道等では「寄附金控除が

適用されない」といった文言も見られますが、

「ふるさと納税の特別控除の対象とはなりませ

ん」というのが正解です。 

 実際には所得税の寄附金控除と住民税の

寄附金税額控除（本則分）は適用されるため、

適用外の自治体への寄附のすべてが控除さ

れないというわけではありません。ただし、

「2,000 円でお礼の品がたくさんもらえる」のが

売りの制度ですから、ふるさと納税から除外さ

れた自治体への寄附は「お得でなくなった」の

で、「寄附が集まらなくなる」のは確実でしょう。 

 

◆指定団体が２パターンある 

 また、総務省の Web サイトでは今年 6 月 1

日から翌年 9 月 30 日までと、今年 6 月 1 日か

ら今年 9 月 30 日までの自治体の 2 パターン

の指定がされているのが確認できます。 

 期間の短い自治体については 2018 年の調

査で返礼割合実質 3 割超の返礼品を送付し

ている・地場産品でないものを送付していると名指し

されている団体が多いことから「対象期間が長いと適

切でない」として 4 か月の指定とされているようです。

指定が 4 か月の自治体は再度 7 月に総務省にふるさ

と納税の適用申出書を出すことになりますから、今後

もふるさと納税の対象外となる自治体が出てくるかも

しれません。 

 「お礼の品やポータルサイト等の利用料を含め、ふ

るさと納税に係る経費は寄附金の 5 割以下とするこ

と」というルールや、ヒアリングや追加資料提出依頼等

がある旨の通達を鑑みるに、総務省はふるさと納税の

運営基準の厳守を徹底しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


